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層（例えば 住所不定者、職場での健康管垣が十分と  診断【政令】 強化を目的として、リスケグループ  フエ難民、研修生等の新入国者な  
まいえない労働者、海外の高まん延地域からの入国者  のうち、一‘住所不定者■社会経済的弱  どを考慮する必要があるが∴さら  
等が想定される。）に対する定期の健康診断そめ他の  者、．新入同者などについて、対象と  こ具体的■な集団の範囲について  
結核対策を総合的に講ずる必要がある。 すべき具体的な集団の範囲■（定義）  

を整理し、必要上される対策を示す  
こ■とが必要か云   

7 外国人の結核患者の発生が多い地域においては、  ○在日外国人医療相談‘  8．外国人べの対策について、－全国的  8、例ぇば日本人学生と外国人学生  
保健所専の窓口に我が国の結核対策を外国語で説明し  事業、【結核研究所国庫■  こ行うことが必要か。また、治療へ’  では罷患率の違いがあるなど，外  
たパンフしウトを備えておく専の取組を行うことが重  補助事業】   の理解を促す積極的な対策として、  国人の健診対象については、他の  
要である。・また、地域における外画人の結核の発生動  都道府県が実僚に行っている事蔦を■  健診との整合性も含めて、研究班  
向に照らし、市町村が特に必要と認める場合には、外  踏まえ、パンフレットを備えておく一  でさらに検討をしていく必要があ  
国人に対する定期の健康診断の体制に特別の配慮が必  以外に有効な対策を示すことが必要  る。  
要である。そめ際、人権の保護には十分に配慮すべき  かム（例えば、都道府県単位で通訳  9．高まん延国での滞在歴をリスク 
である占  サ⊥ビス等の環境を整えること とする考え方から、「国籍」、では  

等。）  なく、イ高まん琴囲め出身者」・ま  
9．外国籍ではあるものの国内居住歴  
の長い者をハイ 

と怯必要か。高まん延国の滞在歴を  
リスクと捉える考え方から、「外国  
人」（国籍）ではなく、「高まん延  
国の出身者」または「居住歴があ■る  

考」とすることが考えられるか。  

8 健康診断の手法として、寝たきりや胸郭の凌形等  10．健康診断において、■胸部エックス  －10．噂癌検査窄健帝診断レベルにお  
の事情によって胸部土ックス線検査による診断が困難  線検査による診断が困難な場合等、  いて実施すべきかどうかについて  
な場合」過去の結核病巣の存在により現時点での結核  略疲検査を積極的に行うことは必要‘  は、引き続き議論が必要である  
の活動性評価が困難な場合等においては、積極的に喀  か云（有症状の有無等、問診によ  

疾かくたん横査（特ド塗抹陽性の有無の精査）を準用する  り、必要な時に略疲検査を実施する  
ことが望ましい。  ことでよいか。）   ば、その結果について、非結核性  

抗酸革の可能性があること 
が必要。 
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戸法案十七条の規定に墓亨く結節係る健康琴断  

1法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断  ○接触者健診の受診勧  ・接触者健診については、第十七 
は、結核のまん延を防止するため必要があると認める  告、受診捨置【法第17  条に基づく健康診断だけではなく 

ときに、結核にかかっていると疑うに足りる正当な理  条】  て、■第十五条に基づく積極的癌学  
由のある者について結核感染又は発病の有無を調べる  調査も大切な構成要素である■こと  

ために行われる健康診断である。これまで結核患者の  から、∴指針には第十五条も組み合  
診断を行った医師等の協力を待つつ、一般的に保健所  わせた視点から接触者健診の充実  

等における業務として実施されてきたもので、結核対  強化のあり方を示す。  
策において重要な位置を占めるもゐである。  接触者健診の実施状況や成績に関  

する地域差は非常に大きく、健診 

の質の向上と平準化が重要であ  
る。－ 

的に推進していく方向と 

2 都道府県知事、保健所を設置する市の長及び特別  ○感染症予防事業【補．  11．一般の住民及び医療従事者に対す  11．まん延を防止するために必要な  
区の長（以下「都道府県知事等」という。）が法第十七  助金】く接触者健診、．  る注意喚起を目■的として、集団感染  範囲で公表することは妥当と考え  
条の規定に基づく結核に係る健康診断を行う－場合に  管理健診）  が判明し七場合tこは、厚労省への報  られるが、、具体的な公表内容につ 
あっては、健康診断を実施することとなる保健所等の  告とともrこ、個人情報の取り扱いに  いては個々■の症例ごとに検討する  

○結核集団感染事例報  

関と密接な連携を図ることにより、感染源及び感染経  岳の徹底等について   す争ことそ吉日載することカ†必要か。  は、緯核l、羊関する正しい情報を」  
路の究明を迅速に進めていくことが重要である。この  【通知】．   ′●  緒に提供するなど、初感染者に対  
際、特に集団鱒染につながる可能性のある初発患者の  する配慮も重要である。  
発生に際しては、法第十乍条の規定に基づぐ結寸刻こ係  
る健康診断の勧告に従わない場合に都道府県知事等が 

直接に対象者の身体に実力を加えて行政目的を実現す  

るいわゆる即時強制によって担保されていることに留  
意しつ 

． 

る都道府県等聞耳は保健所間の密接な連携の下、健康  
診断の対象者を適切 
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寸＿    3 結亥患 の 生に不しては、β、†；県知  は、  ○厚生‥  こ学研究の  12．    診 ⊥層畠化 るため   12．対  の巳囲 ムげ 」と、     ′lヱ■  
法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断がいわ  成果として「結核の接  こ、どのような施策が有用である  IGRA－（QFT）を有意義に活用するこ   ／  
ゆる即時強制によって担保されていることに留意しつ  触者健康診断の手引書  か。（例えば、各地域における接触  と」分子疫学的手法を積極的に取  
つ、健康診断の対象者を適切に選零し、必要かつ合理  者健診の評価の実施など）   り入れることが重要。特に、分子  
的な範囲について積極的かつ的確に実施すろことが望  疫学的調査が正確な対象者の捕捉  

ましい。また、健康診断の勧告等については、J結核の   に貢献すること、広域に行うこ．と  

まん延を防止するため必要があると認めるときl羊、結  で集団感染の特定に役立つことを  

核の感染経路その他の事情を十分に考慮した上で、、結  踏まえ、これまでの古典的な調査 
核に感染していると疑うに足りる正当な理由のある者  手法を保持しながらも、分子疫学  
を確実に対象とすづきであろ。   的調査の強化を進めていく。  

BCG穣種  

士   1予防接種は 感染源対策」感染経路対策及び感受  OBCG接種一【予防接  13．今後の結核対策におけるBCG接種  13．BCG接種については、小児結核        ヽ  
性対策からなる感染症予防対策の中で、主として感受  種法第2、3条、同施行  の位置づけを、どのように考える  の削減に大き’く寄与していること  
性対策を受け持つ重要なものである。そのため、結核  か。 を考えれば、今後も引き続き実時  
対策においても、BCG接種に関する■正しい知識の普及  する■。ぢお、近年の副反応の増加  
を進め、接種の意義について国民の理解を得ると．とも については、接種時期に現在より 
に、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）によ ゆとりをもたせる（例えば、現行β  
定期のBCG接種の機会が乳児期に一度のみであること  カ月以内から1歳まで延長する）1こ  

にかんが恥市町村においては、適切に実施すること  とが、対応案の「つ卑して考えら  
が重要である。   れるム  

2－市町村は、定期のBCG接種を行うに当たっては・、 14．BCG未接種者について、未接種の  
地域の医師会や近隣の市町村等と十分な連携の下、乳  理由を把握す．ることが必要ではなし、＼  
児健康 か。またその理由を踏まえ、未接種  

． 

者対策についてどのようなことを行   

を円滑に受けられるような環境の確保を地域の実情に  うことが必要か。   いラことが考えられる。  

即して行い、も’ってBCqの接種率の目標値を生後六月  
時点で九十パーセント、」歳時点で九十五パーセント  

とする。  
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3・BCGを接種して数日後、被接種者が結核に感染し  15．コツホ現象への対応について、医  15．コツホ現象については、自治体  
ている場合には、⊥過性の局所反応セある±ッホ現象  療機関における対応の妥当性を確認  こより対応に差があり、専門家ま  
を来すことがある。コツホ現象が出現した際には、被  、■し、適切な対応方法を示すことが必  た市民に対する啓蒙を含めて対応  
接種者が市町村にその旨を報告するように市町村等が  葺か∴   をしていく必要がある。  
周知するとともに、市町村から保健所に必要な情報提  
供をすることが望ましい。また、医療機関の受診を勧  
奨する等当該被接種者が必要な検査等を受けられるよ  
うにすることが適当である。 

4国においては、予防接種に用いるBCGに？いて、  
円滑な供給が確保されるよう努吟ることが重要であ 
る。  

草書予声療甲碍陽 

l－ 草本的考皐方  

1結核患者に対して、早期に適正な医療を提供し、  ○結核医療貴公費負担  1．低まん延化に向けた施策の重点化  1．潜在性結核感染症の治療を推進  
疾患を治癒させること及び周囲への結核のまん延を防  【補助金】   に伴い＼発症リスクのある対象への  する。  
止することを結核に係る医療提供に関する施策の基本  対策強化を行うという考え方から、  
とする・。  「潜在性結核感染症の治療の推進」‘  

を基本的考え方ヤ言及することが必  
要か。  




